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※システムなどの都合により各種通知などの元号
が平成として表記されている場合があります。
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ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
（
※
）

に
切
り
替
え
る
こ
と
で
、
薬
代
の

自
己
負
担
額
が
い
く
ら
軽
減
で
き

る
か
を
試
算
し
た
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
差
額
通
知
書
」
を
送
付

し
ま
す
。
切
り
替
え
の
参
考
に
し

て
く
だ
さ
い
。

　
（
※
）ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
＝

一
般
的
に
低
価
格
で
あ
り
な
が
ら
、

新
薬
（
先
発
医
薬
品
）
と
同
一
の

有
効
成
分
を
含
み
、
同
等
の
効
き

目
が
あ
る
と
国
に
認
め
ら
れ
て
い

る
後
発
医
薬
品

　
【
送
付
時
期
】６
月
下
旬
と　
月
１２

中
旬
　
【
通
知
対
象
】生
活
習
慣
病
な
ど

の
医
薬
品
が
処
方
さ
れ
て
い
る
方

で
、
薬
代
が
一
定
金
額
以
上
軽
減

さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
被
保
険
者

　
【
ご
注
意
】技
術
料
や
管
理
料
な

ど
に
よ
っ
て
は
、
自
己
負
担
の
総

額
が
軽
減
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
▼
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が

な
い
場
合
や
処
方
さ
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
▼
切
り
替
え
の
際
は
、

主
治
医
や
薬
剤
師
と
十
分
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い

　
【
送
付
元
】東
京
都
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合

　
詳
し
く
は
同
通
知
書
に
記
載
の

サ
ポ
ー
ト
デ
ス
ク
ま
た
は
保
険
年

金
課
高
齢
者
医
療
係
☎
４
７
０
・

７
８
４
６
へ
。

　
【
利
用
期
間
】初
回
利
用
か
ら
６

カ
月
間

　
【
内
容
】
運
動
療
法
個
別
指
導

（
家
族
も
含
む
）
▼
補
装
具
（
車

い
す
、
下
肢
装
具
、
つ
え
な
ど
）

の
製
作
・
修
理
の
相
談
、
使
用
練

習
▼
整
形
外
科
医
師
相
談

　
【
対
象
】次
の
①
～
③
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
方
①
市
内
在
住
で　
１５

歳
～　
歳
の
方
②
介
護
保
険
サ
ー

６４

ビ
ス
の
利
用
対
象
で
な
い
方
③
医

療
行
為
を
終
え
症
状
が
安
定
し
、

在
宅
で
訓
練
を
継
続
す
る
た
め
の

指
導
を
希
望
す
る
方

　
【
定
員
】
若
干
名

　
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
セ
ン
タ
ー
☎
４
７

７
・
２
７
１
１
ま
た
は
同
フ
ァ
ク

ス
（
４
７
７
・
２
７
５
０
）
へ
。

　
家
庭
ご
み
の
全
品
目
戸
別
収
集

に
伴
い
、
使
用
し
な
く
な
っ
た
ご

み
集
積
所
の
跡
地
を
、
隣
接
す
る

土
地
を
所
有
し
て
い
る
方
へ
売
却

し
て
い
ま
す
。

　
【
売
却
対
象
者
】購
入
を
希
望
す

る
跡
地
に
隣
接
す
る
土
地
の
所
有

者

　
【
売
却
除
外
地
】ご
み
収
集
に
伴

う
一
時
積
み
替
え
保
管
場
所
や
公

共
用
地
と
し
て
の
活
用
を
す
る
跡

地
お
よ
び
マ
ン
ホ
ー
ル
な
ど
が
存

在
す
る
跡
地

　
【
売
却
価
格
】固
定
資
産
税
路
線

価
を
基
礎
と
し
、
狭
小
性
に
応
じ

た
減
価
率
を
乗
じ
、
工
作
物
の
撤

去
費
用
を
差
し
引
き
算
出

　
【
引
き
渡
し
形
態
】現
状
有
姿
で

の
引
き
渡
し
と
な
り
ま
す

　
必
要
書
類
な
ど
の
詳
細
は
、
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前

９
時
～
午
後
５
時
（
正
午
～
午
後

１
時
を
除
く
）
に
、
ご
み
対
策
課

（
八
幡
町
２
ノ　
ノ　
）
で
配
布

１０

１０

す
る
案
内
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で

き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
３
・
２

１
１
７
へ
。

　
家
庭
ご
み
の
有
料
化
に
際
し
て
、

経
済
的
支
援
を
必
要
と
す
る
世
帯

に
対
し
て
指
定
収
集
袋
の
減
免

（
無
償
交
付
）
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
交
付
を
受
け
ら
れ
る
世
帯
は
次

の
通
り
で
す
▼
生
活
保
護
を
受
給

し
て
い
る
世
帯
▼
身
体
障
害
者
手

帳
１
・
２
級
の
者
が
属
す
る
非
課

税
世
帯
▼
愛
の
手
帳
１
・
２
度
の

者
が
属
す
る
非
課
税
世
帯
▼
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
者

が
属
す
る
非
課
税
世
帯
▼
児
童
扶

養
手
当
ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手

当
受
給
世
帯
（
児
童
手
当
と
は
異

な
り
ま
す
）
▼
老
齢
福
祉
年
金
受

給
世
帯
（
老
齢
基
礎
年
金
と
は
異

な
り
ま
す
）

　
な
お
、
今
年
度
分
（　
月
～
２

１０

年
９
月
）
の
交
付
は
９
月
中
旬
以

降
に
行
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
ご
み
対
策
課
☎
４

７
３
・
２
１
１
７
へ
。

納
税
に
ご
協
力
を

　
７
月
１
日
（
月
）
は
、
市

民
税
・
都
民
税
第
１
期
の
納

期
限
で
す
。
最
寄
り
の
金
融

機
関
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
郵

便
局
）・コ
ン
ビ
ニ
で
お
納
め

く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７

０
・
７
７
２
９
へ
。

　
国
民
健
康
保
険
は
、
私
た
ち
の

健
康
と
生
命
を
守
る
大
切
な
制
度

で
す
。
国
民
健
康
保
険
の
健
全
な

運
営
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

◎
一
般
被
保
険
者

　
【
診
療
件
数
】２
万
３
８
２
３
件

　
【
診
療
費
】５
億
８
９
４
２
万
７

４
９
８
円
（
前
年
度
比
１
０
２
・

３
％
）
▼
１
件
あ
た
り
の
金
額
＝

２
万
４
７
４
２
円

◎
退
職
被
保
険
者

　
【
診
療
件
数
】
１
０
１
件

　
【
診
療
費
】１
８
３
万
４
３
３
０

円
（
前
年
度
比　
・
３
％
）
▼
１

１９

件
あ
た
り
の
金
額
＝
１
万
８
１
６

２
円
　
※
出
典
は
国
民
健
康
保
険
毎
月

事
業
状
況
報
告
（
３
月
報
）。

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
☎
４
７

０
・
７
７
３
３
へ
。

　
幼
児
を
私
立
幼
稚
園
な
ど
（
学

校
教
育
法
に
定
め
ら
れ
た
幼
稚
園

お
よ
び
都
知
事
認
定
の
幼
稚
園
類

似
施
設
）
に
通
園
さ
せ
て
い
る
保

護
者
を
対
象
に
、「
私
立
幼
稚
園
等

就
園
奨
励
費
補
助
金
」お
よ
び「
私

立
幼
稚
園
等
園
児
保
護
者
補
助

金
」
を
交
付
し
ま
す
。

　
【
交
付
対
象
】市
内
に
住
民
登
録

を
有
す
る
３
歳
～
５
歳
（
平
成　
２５

年
４
月
２
日
～　
年
４
月
１
日
生

２８

ま
れ
）
の
幼
児
を
私
立
幼
稚
園
な

ど
に
通
園
さ
せ
て
い
る
保
護
者
。

ま
た
は
幼
児
が
満
３
歳
に
達
し
た

時
点
で
、
翌
年
度
の
４
月
を
待
た

ず
に
私
立
幼
稚
園
な
ど
に
入
園
さ

せ
て
い
る
保
護
者
。
た
だ
し
、
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
に
移

行
し
た
園
に
通
園
し
て
い
る
児
童

の
う
ち
、
１
号
認
定
児
童
は
保
護

者
補
助
金
の
み
が
対
象
、
２
号
認

定
児
童
は
い
ず
れ
の
補
助
金
も
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
プ
レ

保
育
も
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

　
【
申
請
方
法
】幼
稚
園
な
ど
を
通

じ
て
配
布
す
る
「
東
久
留
米
市
私

立
幼
稚
園
等
就
園
奨
励
費
補
助
金

交
付
申
請
書
兼
園
児
保
護
者
補
助

金
交
付
申
請
書
」
に
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
幼
稚
園
な
ど
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
交
付
対
象
に
該

当
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
申
請
書

を
受
け
取
っ
て
い
な
い
方
は
子
育

て
支
援
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
※
今
年
度
は
、　

月
か
ら
実
施

１０

さ
れ
る
国
の「
幼
児
教
育
無
償
化
」

に
伴
う
制
度
改
正
に
よ
り
、
４
月

～
９
月
分
と　
月
～
３
月
分
で
補

１０

助
の
金
額
な
ど
が
異
な
り
ま
す
。

４
月
～
９
月
の
交
付
金
額
な
ど
に

つ
い
て
は
、
申
請
書
と
同
時
に
配

布
す
る
案
内
文
ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。　

月
１０

以
降
の
補
助
に
つ
い
て
は
、
今
後
、

広
報
紙
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
保

育
・
幼
稚
園
係
☎
４
７
０
・
７
７

４
５
へ
。

　
消
費
税
率
の　
％
へ
の
引
き
上

１０

げ
が
低
所
得
者
・
子
育
て
世
帯
の

消
費
に
与
え
る
影
響
を
緩
和
す
る

こ
と
な
ど
を
目
的
と
し
て
、
プ
レ

ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
を
実
施
す

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
対
象
者

は
、１
冊
４
千
円
で
５
千
円
分（
額

面
５
０
０
円
券
×　
枚
綴
り
）
の

１０

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
を
最
大
５

冊
ま
で
購
入
し
、
市
内
等
の
プ
レ

ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
の
登
録
店

で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
詳
細
は
、
広
報
７
月　
日
号
特

１５

集
号
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で

順
次
お
知
ら
せ
し
て
い
き
ま
す
。

　
事
業
の
概
要
は
次
の
通
り
で
す
。

　
【
対
象
者
の
主
な
要
件
】①
平
成

　
年
度
住
民
税
非
課
税
者
（
住
民

３１税
課
税
者
と
生
計
同
一
の
配
偶

者
・
扶
養
家
族
、
生
活
保
護
被
保

護
者
等
を
除
く
）
②
平
成　
年
４

２８

月
２
日
～
令
和
元
年
９
月　
日
ま

３０

で
の
間
に
生
ま
れ
た
子
が
属
す
る

世
帯
の
世
帯
主

　
【
商
品
券
の
購
入
方
法
】①
に
該

当
す
る
可
能
性
が
あ
る
方
に
は
７

月
中
旬
以
降
に
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
。
そ
の
後
、
申
請
に
基
づ
く

審
査
を
行
い
、
対
象
と
判
定
さ
れ

た
場
合
に
は
９
月
以
降
に
、
順
に

商
品
券
の
購
入
引
換
券
を
送
付
し

ま
す
。
②
に
該
当
す
る
方
に
は
、

９
月
以
降
（
令
和
元
年
８
月
以
降

に
生
ま
れ
た
子
の
分
は　

月
以

１０

降
）
に
、
順
に
商
品
券
の
購
入
引

換
券
を
送
付
し
ま
す

　
商
品
券
は
、
９
月
～
２
年
２
月

下
旬
頃
（
予
定
）
ま
で
の
間
に
、

購
入
引
換
券
と
本
人
確
認
書
類
を

提
示
す
る
こ
と
で
購
入
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
市
内
各
所
で
販
売

す
る
予
定
で
す
。

　
【
商
品
券
の
使
用
期
間
】　
月
～

１０

２
年
３
月
中
ま
で
を
予
定

　
【
登
録
店
】今
後
、市
商
工
会
を

通
じ
て
、
市
内
の
民
間
事
業
者
な

ど
を
対
象
に
公
募
に
よ
り
募
集
し

て
い
き
ま
す
。
登
録
店
一
覧
を
掲

載
し
た
チ
ラ
シ
を
今
後
の
広
報
紙

に
折
り
込
ん
で
お
知
ら
せ
す
る
予

定
で
す

　
【
ご
注
意
】プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品

券
事
業
に
関
連
し
た
特
殊
詐
欺
や

個
人
情
報
の
詐
取
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
自
宅
や
職
場
な
ど
に
市
や

国
の
職
員
な
ど
を
騙
っ
た
電
話
が

か
か
っ
て
き
た
り
、
郵
便
が
届
い

た
ら
、
迷
わ
ず
市
役
所
や
警
察
署
、

警
察
相
談
専
用
電
話
♯
９
１
１
０

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
総
務
課
プ
レ
ミ
ア
ム

付
商
品
券
事
業
担
当
☎
４
７
０
・

１
０
７
８
へ
。

障
害
状
態
確
認
届 

（
診
断
書
）
な
ど
の 

手
続
き
が
変
わ
り
ま
す

　
厚
生
労
働
省
年
金
局
か
ら
障

害
年
金
事
務
の
改
善
に
関
す
る

事
務
取
扱
が
発
出
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
障
害
状
態
確
認
届
の

作
成
期
間
の
変
更
、　

歳
前
障

２０

害
基
礎
年
金
の
所
得
審
査
の
方

法
な
ど
が
変
更
と
な
り
ま
す
。

主
な
変
更
内
容
は
、
次
の
通
り

で
す
。

　
①
障
害
状
態
確
認
届
（
診
断

書
）、障
害
給
付
額
改
定
請
求
書
に

添
付
す
る
診
断
書
の
作
成
期
間
が

１
カ
月
か
ら
３
カ
月
以
内
に
変
わ

り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
誕
生
月
の

前
月
末
ご
ろ
に
送
付
し
て
い
た
用

紙
は
、
今
後
誕
生
月
の
３
カ
月
前

の
月
末
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送

付
し
ま
す
（
提
出
期
限
が
令
和
元

年
８
月
以
降
と
な
る
方
が
対
象
）。

　
②　
歳
前
障
害
基
礎
年
金
の
所

２０

得
状
況
届
の
提
出
が
不
要
に
な
り

ま
す
。
日
本
年
金
機
構
は
、
市
町

村
か
ら
所
得
情
報
の
提
供
を
受
け

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
、
所

得
状
況
届
（
は
が
き
）
は
、
今
後

原
則
と
し
て
提
出
不
要
に
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
前
年
分
の
所
得
情

報
の
提
供
が
得
ら
れ
な
い
と
き
は
、

こ
れ
ま
で
通
り
所
得
状
況
届
の
提

出
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
受

給
者
の
方
へ
必
要
な
案
内
を
送

付
し
ま
す
。

　
③　
歳
前
障
害
基
礎
年
金
の

２０

障
害
状
態
確
認
届
（
診
断
書
）

の
提
出
期
限
が
変
わ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
６
月
末
ご
ろ
に
送

付
し
て
い
た
障
害
状
態
確
認
届

（
診
断
書
）
は
、
今
後
は
誕
生

月
の
３
カ
月
前
の
月
末
に
送
付

し
ま
す
の
で
、
誕
生
月
の
末
ま

で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、障
害
状
態
確
認
届（
診

断
書
）
の
作
成
期
間
が
提
出
期

限
１
カ
月
以
内
か
ら
３
カ
月
以

内
に
拡
大
さ
れ
ま
す
（
提
出
期

限
が
令
和
元
年
８
月
以
降
と
な

る
方
が
対
象
）。

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

市長
　
６
月
に
入
り
梅
雨
の
シ
ー
ズ
ン

と
な
り
ま
し
た
。
昨
年
は
梅
雨
に

入
っ
て
か
ら
雨
は
少
な
く
、
あ
っ

と
い
う
間
に
梅
雨
明
け
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
逆
に
そ
の
後
、
雨
が

続
き
、
全
国
的
に
は
大
雨
の
被
害

が
発
生
し
て
い
ま
す
。
毎
年
の
よ

う
に
何
か
し
ら
の
記
録
を
更
新
す

る
よ
う
な
状
況
で
す
。

　
今
年
の
大
型
連
休
中
に
は
多
摩

地
域
で
、
ひ
ょ
う
の
被
害
に
遭
っ

た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
不
思

議
な
こ
と
に
局
地
的
な
被
害
と
な

り
、
狭
い
エ
リ
ア
で
明
暗
が
分
か

れ
た
よ
う
で
す
。
私
に
は
こ
う
し

た
原
因
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

今
ま
で
の
認
識
で
は
理
解
し
が
た

い
現
象
が
起
こ
り
う
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　
市
で
は
梅
雨
シ
ー
ズ
ン
前
の
５

月　
日
に
総
合
水
防
訓
練
を
開
催

２５
し
、
多
く
の
市
民
や
関
係
者
の
皆

様
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
災
害
は
い
つ
起
こ
る
か
分
か

り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
市
民

の
皆
さ
ん
も
日
ご
ろ
か
ら
家
庭

内
な
ど
で
の
災
害
へ
の
備
え
が

大
切
で
す
。
家
族
や
親
族
と
の

連
絡
体
制
な
ど
確
認
で
き
て
い

ま
す
か
。
皆
さ
ん
は
ど
ん
な
状

況
に
な
っ
た
ら
避
難
さ
れ
ま
す

か
。
市
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を

ご
覧
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま

す
か
。
い
ざ
と
い
う
と
き
の
た

め
に
、
安
全
に
避
難
で
き
る
ル

ー
ト
や
場
所
を
、
家
族
み
ん
な

で
確
認
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　
　
月
に
滝
山
公
園
で
総
合
防

１０
災
訓
練
を
開
催
す
る
予
定
で
す
。

市
の
実
施
す
る
訓
練
や
地
域
で

行
う
訓
練
な
ど
に
、
ぜ
ひ
参
加

し
て
く
だ
さ
い
。
洪
水
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
や
防
災
マ
ッ
プ
な
ど

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
ご

紹
介
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保

国
民
健
康
保
険険

平
成

年

月
分
の
診
療
費
を
お
知
ら
せ
し
ま

平
成　

年　

月
分
の
診
療
費
を
お
知
ら
せ
し
ま
すす

３０３０

１２１２

私
立
幼
稚
園
な
ど
に
通
園
す
る

園
児
の
保
護
者
の
方
へ

補
助
金
申
請
の
ご
案
内

東
久
留
米
市

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
を
実
施
し
ま
す

さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー（
機
能
回
復
訓
練
）の

利
用
者
を
募
集
し
ま
す

ご
み
集
積
所
跡
地
の
売
却
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
差
額
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

指
定
収
集
袋
の
減
免（
無
償
交
付

指
定
収
集
袋
の
減
免（
無
償
交
付
））

を
行
っ
て
い
ま

を
行
っ
て
い
ま
すす


